
第 1 回 長浜市総合教育会議 次第 

 

                  日時：平成２７年４月２１日（火）１３時３０分 

                  場所：長浜市役所 特別会議室 

 

  １ 開 会 

 

 

 ２ 市長あいさつ 

 

 

  ３ 教育長あいさつ 

 

 

 ４ 委員紹介 

 

 

 ５ 議 事 

（１）趣旨説明 

 

 

   （２）協議事項 

      ①長浜市総合教育会議の運営について 

 

 

     ②長浜市の教育に関する大綱の策定について 

 

 

 

 ６ その他 

次回会議について 

 

 

 ７ 閉会 

 

 

 

【配布資料は裏面のとおり】 



 【配付資料】 

 

 ＜協議資料＞ 

１ 長浜市総合教育会議設置要綱（案） 

   ２ 長浜市の教育に関する大綱の策定について 

 

  ＜参考資料＞ 

   １－１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する 

法律について（通知） 

   １－２   〃  （１－１の概要版） 

   １－３ 教育委員会制度、こう変わる 

 

○ 長浜市教育振興基本計画（ダイジェスト版） 



協議資料 １ 

長浜市総合教育会議設置要綱（案）  

 

 

（設置） 

第１条 市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題及び目指す姿等を共

有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、長浜

市総合教育会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（構成員） 

第２条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。 

（会議） 

第３条 会議は、市長が招集する。 

２ 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、

市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。  

３ 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調

整の結果を尊重しなければならない。 

（意見聴取） 

第４条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験

を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。  

（会議の公開） 

第５条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認め

るとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必

要があると認めるときは、この限りでない。 

（議事録） 

第６条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものと

する。 

（事務局） 

第７条 会議の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議で定める。 

  

附 則 

この要綱は、平成 27 年  月  日から施行する。 



協議資料 2

長浜市の教育に関する大綱の策定について

1平成 27年度長浜市の教育に関する大綱について (案 )

長浜市教育振興基本計画 (平成 22年 12月 策定。計画期間 :平成 23年度～平成 27年度)の う

ち、 「基本方針」、「基本 目標」及び 「施策の基本的方向」をもつて平成 27年度長浜市の教育

に関する大綱に代える。

長浜市教育振興基本計画 別添参照

<関係法令 抜粋>

◇大綱とは―・

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号)

(大綱の策定等)                              
｀

第 1条の 3地方公共団体の長は、教育基本法第 17条第 1項に規定する基本的な方針を参

酌 し、その地域の実情に応 じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策の大綱 (以下単に「大綱」とい う。)を定めるものとする。

文都科学省初等中等教育局長通知 (平成 26年 7月 17日 付 26文科初第 490号)

(1)大綱の定義

①大綱は(地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本 となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定すること

を求めているものではないこと。

②大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方針を

参酌 して定めることとされている。 「参酌」 とは参考にするという意味であり、教育の

課題が地域によつて様々であることを踏まえ、地方公共団体の長は、地域の実情に応 じ

て大綱を策定するものであること。

◇教育振興基本計画との関係は―。

文部科学省初等中等教育局長通知 (平成 26年 7月 17日 付 26文科初第 490号)

(3)地方教育振興基本計画その他の計画との関係

① 地方公共団体において、教育基本法第 17条第 2項に規定する教育振興基本計画その

他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に

該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合

教育会議において教育委員会と協議 6調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判
′断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。
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長浜市教育振興基本計画 一部抜粋

平成27年度は、現 教育振興基本計画の施策体系のうち①②③を「教育に関する大綱」と位置づけるも

のです。

①基本方針

りあい、学びあい、盤かに生きる人づくりをめさす「ながはま」

②基本目標 基本目標1  幼l月期における就学前教育を売輿

施策の基本的海向 4  質の高い絨群前教育の建逮③ 施策の

基本的方向

0発達や学びの連続性を踏まえた絨学前教育の態
●脳科学の成果を取り入れた産びの実艦・研究
0「学びの基盤をつくる」ための教育活動の雄違

施策の基本的廊向2  保幼いの連機③ 施策の

基本的方向

●保育園 。幼稚園 。小学校の連携の推進
●幼児敵竜と保育の―体1と

基本目標2  子どもの自立に向けて「生きる力じを竜む教育を推進します②基本目標

施策の基本a切方向 1′  確かな学力の向上③ 施策の

基本的方向
●個に感したきめれ硼かな学習掲もの推進
●英語教育の推進
●特思l」支援教菅の軽達
●地域に根さした特色ある学習活動の推進
●体緞幡動と読書活動の充実
●外国人児登牛徒への支援

施策の基本的テj向 2  豊かな,bの育成③ 施策の

基本的方向
●遷徳教育の権達と人権意識の穏掲
0多文イヒ其生に向1サた圏際理解教育の推進
●時代に感した情報・景琉教育の建進
0キ ャリフ教育の推進による自立心の遷養
●不登校の子どもや保護者の支援
●脅少年の健全育成

1.生鎌体票■
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2長浜市教育振興基本計画 (第 2期)の策定に向けて

1.計画策定の趣旨                      '
長浜市教育振興基本計画 (第 1期)では、 「つながりあい、学びあい、豊かに生きる人づく

りをめざす ながはま」を基本方針 として、平成 23年度から教育行政の総合的な推進を図つ

てきたが、今年度末で計画期間が終了となることから、現計画の成果 と課題を踏まえ(平成 2

8年度からの 5年間に重点的に取 り組むべき施策を反映させた長浜市教育振興基本計画 (第 2

期)を策定する。

2.計画の期間

平成 28年度か ら平成 32年度までの 5年間とする。

3.計画の位置づけ

(1)教育基本法第17条第2項に基づく教育振興基本計画として、平成25年 6月 に策定され
た国の第 2期教育振興基本計画を参酌 しつつ、本市の教育の振興を図るために定める基本的

な計画とする。

(2)地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 3第 1項に規定される教育に関する大

綱として位置づけることができる。

(3)本市がめざすべき将来像の実現に向けたまちづくりの基本指針である「長浜市基本構想」

を踏まえた、教育行政分野における計画であり、本市関連計画とも整合性を保ちながら施策

を推進 していく。                          |
4.計画の構成

(1)長浜市の教育をめぐる現状        (4)具 体的な施策

(2)第 1期計画の成果 と課題         (5)計 画の進捗管理 (評価・点検)

(3)め ざすべき姿 (基本方針)・ 基本 目標

5.長浜市教育振興基本計画策定委員会の設置

本計画の骨子案・施策案について協議 。検討を行 うため、学識経験者等で組織する「長浜市

教育振興基本計画策定委員会」を設置する。 (全 4回、5月 下旬～11月 上旬 )

<選出区分 >学識経験者、社会教育、伝統。文化、スポーン、産業・経済、自治会、子育て、保護者、
十

食育、学校教育関係等

6.庁内職員ワーキングチームの設置

問題 。課題の提起をはじめ、教育のめざすべき方向性や重点施策等について、調査、研究及

び企画立案を行 うため、関係課で組織する庁内職員ワーキングチームを設置する。 (全 5回、

5月 中旬～11月 上旬 )

<関係課 >教育委員会事務局関係課室、総合政策課、生涯学習課、文化スポーツ課、歴史文化

推進室、子育て支援課等

7.策定に向けたスケジュール (予定)

4月           庁議付議 (着手)、 総合教育会議、現計画の成果と課題の検証

5月           策定委員会委員の萎嘱、庁内ワーキングチームの任命ヽ

5月 下旬～ 8月 中旬    策定委員会・庁内ワーキングでの協議、検討、素案の作成

8月 下旬         総合教育会議、全庁意見照会

9月           パブジックコメン ト運営委員会、議会への報告

9月 下旬～ 10月 下旬   パブリックコメン ト実施

11月          総合教育会議、最終案の調整、庁議付議
イ
(最終案)、 市長決裁

12月          議会への報告
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参考資料 1-1

26文科初第 490号
平成 26年 7月 17日

各 都 道 府 県 知 事

各都道府 県教育委員会

各 指 定 都 市 市 長

各指定都市教育委員会

殿

文都科学省初等中等教育局長

前 川  喜 平

(印影印刷)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律について (通知)

このたび、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 (平成26

年法律第76号 )」 (以下 「改正法」という。)が、本年 6月 20日 に公布 され、平成27年 4月

1日 から施行されることとなりました (別添 1及び別添 2)と

今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保 しつつ、地方教育行政にお

ける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長 と教育委員会との

連携の強化、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革を行 うものであります。

改正法の概要及び留意事項は下記のとお りですので、関係する規定の整備等事務処理上

遺漏のないよう願います。

都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村長及び市町村教育委員会に対して、本

改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

なお、改正法は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載 しておりますので、

御参照ください。また、関係する政令の改正については、遇つてこれを行い、別途通知す

る予定ですので、あらかじめ御承知おき願います。

記

第一 新「教育長」について

1 改正法の概要

(1)新 「教育長」の任命等

① 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育
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:行政に関し識見を有するもののうちから、ナ也方公共団体の長が、議会の同意を得て、

任命することとしたこと。 (改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(以下単に「法」という。)第 4条第1項 )

② 教育長の任期は、3年としたこと。(法第 5条第 1項 )

(2)新 「教育長」の職務及び服務

① 教育長は、教育委員会の会務を総理 し、教育萎員会を代表することとしたこと。

(法第13条第 1項 )

② 教育長は、教育委員会の萎員長に代わり、議会の審議に必要な説明のため議長か

ら出席を求められたときは、議場に出席 しなければならないこととしたこと。 (改

正法による改正後の地方自治法第121条 )

③ 教育長は常勤とし、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のた

めに用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなら

ないこととしたこと。 (法第11条第 4項及び第 5項 )

また、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを

目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若

しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若 しくは

事務にも従事してはならないこととしたこと。 (法第11条第 7項 )

(3)新 「教育長」の代理

教育長に事故があるとき、文は教育長が久けたときは、あらかじめその指名する委

員がその職務を行うこととしたこと。 (法第13条第 2項 )

2 留意事項

今回の改正は、教育委員会を引き続き執行機関としつつ、その代表者である委員長 と

事務の統括者である教育長を一本化した新 「教育長」を置くことにより、迅速な危機管

理体制の構築を図ることを含め教育行政の第一義的な責任者を明確化することとしてい

る。

(1)新 「教育長」の任命等

① 現行の毅育長が教育委員会の委員の一人であるのに姑 し、新 「教育長」は教育委

員会の構成員であるが、委員ではないこと。

② 現行の教育長は、任命に議会同意を必要とする教育委員会の委員として特別職の

身分を有するとともに、併せて教育委員会が任命する教育長として一般職の身分を

有するものであったが、新 「教育長」は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任

命する職であることから、特別職の身分のみを有するものとなり、捧律に特別の定

めがある場合を除くほか、地方公務員法は適用されないこと。

③ 新 「教育長」は、「教育行政に識見を有するもの」のうちから任命することとさ

れているが、これは教育委員会事務局職員や教職員経験者に限らず、行政法規や組
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織マネジメン トに識見があるなど、教育行政を行 うにあたり、必要な資質を備えて

いれば、幅広く該当するものであること。

④ 教育長の任命の議会同意に際しては、新 「教育長」の担 う重要な職責に鑑み、新
「教育長」の資質・能力を十全にチェックするため、例えば、候補者が所信表明を

行った上で質疑を行 うなど、丁寧な手続を経ることが考えられること。

⑤ 新 「教育長」の任期については、 (1)地方公共団体の長の任期 (4年)よ りも 1

年短くすることで、地方公共団体の長の任期中少なくとも 1回 は自らが教育長を任

命できること、 (2)教育長の権限が大きくなることを踏まえ、委員よりも任期を短

くすることで、委員によるチエック機能 と議会同意によるチェンク機能を強化でき

ること、 (3)計画性を持つて一定の仕事を行 うためには 3年は必要と考えられるこ

とから、 3年とするものであること。

(2)新 「教育長」の職務

① 新 「教育長」の職務について規定する法第13条第 1項の「教育委員会の会務を総

理」するとは、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (以下単に「現

行法」とい う。)における委員長の職務である「教育委員会の会議を主宰」するこ

と (現行法第12条第 3項)並びに現行法における教育長の職務である「教育委員会

の権限に属するすべての事務をつかさどる」こと (現行法第17条第 1項)及び「事

務局の事務を統括 し、所属の職員を指揮監督する」こと (現行法第20条第 1項)を

意味するものであること。

② 新 「教育長」は、執行機関である教育委員会の補助機関ではなく、教育委員会の

構成員であり、代表者であることから、教育委員会による教育長への指揮監督権は

法律上規定されていないが、教育委員会は引き続き合議体の執行機関であるため、

教育長は教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にあることに変わり

はなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行を行 うことはできないものである

こと。

(3)新 「教育長」の代理

① 新 「教育長」は教育委員会の構成員 となり、かつ代表者となることから、その代

理は教育委員会事務局職員の中からではなく、委員の中から選任することとしたこ

と。

② 職務代理者が行 う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局

を指揮監督 して事務執行を行 うことが困難である場合には、法第25条第 4項に基づ

き、その職務を教育委員会事務局職員に委任することが可能であること。

③ 新 「教育長」の職務代理者たる委員は、法律上教育長の権限に属する一切の職務

を行 うものであるが、その場合でも、教育長の身分に関する規定は適用されず、服

務については法第12条が適用されるものであること。

(4)新 「教育長」の資質・能力の向上

新 「教育長」は、教育行政に大きな権限と責任を有することとなるため、その資質

-3-



・能力の向上は、極めて重要であり、強い使命感を持ち、各種研修会への参加など常

に自己研鑽に励む必要があること。

第二 教育委員会について

1

①

②

③

④

⑤

⑥

改正法の概要        ―

教育委員会は、教育長及び委員をもつて組織することとしたこと。 (法第 3条 )

教育委員会の会議は教育長が招集し、教育委員会の会議の議事は出席者の過半数

で決 し、可否同数のときは教育長の決するところによることとしたこと。 (法第14

条第 1項及び第 4項 )

教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示 して

会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集 しなければならないこと

としたこと。 (法第14条第 2項 )

教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、教育萎員会から委任された事

務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければな

らないこととしたこと。 (法第25条第 3項 )

教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを

公表するよう努めなければならないこととしたこと。 (法第14条第 9項 )

教育長及び委員は、その職務の遂行に当たつては、法第 1条の 2に規定する基本

理谷及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万企を期

して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない

こととしたこと。 (法第11条第 8項、第12条第 1項 )

2 留意事項

今回の改正においては、新 「教育長」が教育行政に大きな権限と責任を有すること

となることを踏まえ、教育委員会の委員による教育長のチェック機能を強化するとと

もに、住民に対して開かれた教育行政を推進する観点から、会議の透明化を図ること

としている。

(1)教育委員会の委員による教育長に封するチエック機能の強化

① 改正後においても、教育委員会は合議制の執行機関であるため、その意思決定は、

教育長及び委員による会議においてヽ出席者の多数決によつて決せられるものであ

り、委員の役割が引き続き重要なものであること。

② 改正法における委員の側からの教育委員会会議の招集の請求や教育長に委任した

事務の執行状況に関する報告の規定は、委員による教育長の事務執行に対するチ■

ック機能を強化するという観点から、設けられたものであること。 1
③ 法第14条第2項における「遅滞なく」とは、請求があれば直ちに招集ずるという

意味ではないが、一般的には、教育長は次の定例会より前の合理的な期間内に教育
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委員会会議を招集する必要があること。

④ 教育長による報告の在 り方については、各教育委員会の実情に応 じ、委員による

チェック機能を発揮できるよう、報告の時期や封象となる事項について、教育委員

会規則において、適切に定める必要があること。

⑤ 教育委員会は、必要に応じて、教育長に委任する事項についての方針を定めるこ

とや、委任 した事務について教育長から報告を求め、教育萎員会で議論し、必要に

応 じて事務の執行を是正し、又は委任を解除することが可能であること。

(2)会議の透明化

改正法において教育委員会会議の議事録の作成及び公表を努力義務にとどめた趣

旨は、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事務負担等を考慮したもので

あるが、原則として、会議の議事録を作成し、ホームページ等を活用して公表する

ことが強く求められることを

また、教育萎員会会議の開催時間や場所等の運営上の工夫を行 うことにより、教

育委員会会議をより多くの住民が傍聴できるようにすることが望ましいこと。

(3)委員の責任と資質 。能力の向上

① 改正後においても、委員は、執行機関の一員であり、教育委員会の重要事項の意

思決定を行 う責任者であるとい う意識を持ち、教育委員会における審議を活性化す

るとともに、教育長及び教育委員会事務局のチェックを行 うという役割を従来以上

に果たすことが期待されること。また、このような職責を担 う委員の資質向上のた

め、各委員への研修の充実が期待 されること。

② 法第11条第 8項及び第12条第 1項は、深刻ないじめや体罰の問題など、児童、生

徒等の教育を受ける権利に関わる問題の発生を防止することの重要性を踏まえ、教

育長及び委員は教育を受ける権利の保障に万全を期して、教育行政の運営を行 う必

要がある旨を法律に明記することとしたものであること。

また、この規定は、職務遂行に当たつての留意事項について、訓示的に規定した

ものであり職務上の義務を課すものではないので、当該規定に反 したとしても、罷

免事由である「職務上の義務違反」とすることはできないこと。

(4)委員の任命

① 改正後においても委員の資格要件は変更していないが、委員には、単に一般的な

識見があるというだけではなく、教育に対する深い関心や熱意が求められるところ

であり、例えば、PTAや地域の関係者、コミュニティ・スクールにおける学校運

営協議会の委員、スポーツ・文化の関係者を選任 したり、教育に関する高度な知見

を有する者を含めるなど、教育委員会の委員たるにふさわしい幅広い人材を得るこ

とが必要であること。

② また、同様の観点から、改正後の委員の数については、町村及び町村のみが加入

する組合においては、条例で定めるところにより、 2名以上とすることが可能であ

るが、教育長の事務執行をチェックするという委員の役割に鑑み、可能な限り4名
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とすることが望ましいこと。

さらに、各地方公共団体の条例で定めるところにより、委員を5名以上とするこ

とも可能であり、委員数の上限は法律上定められていないことから、教育委員会が

行 う施策について多様な民意を幅広く反映させる等のため、委員の数を5名 以上と

することも積極的に考慮されるべきこと。

③ なお、保護者委員の選任が、平成20年度より法律上の義務 とされていることから

(現行法第 4条第 4項 (法第 4条第 5項 ))、 保護者委員を任命 していない教育委員

会においては、速やかに選任する必要があること。

(5)自 己点検 !評価の活用

教育委員会が、効果的な教育行政の推進を図り、地域住民への説明責任を果たす

観点からヽ 平成20年度より、教育委員会は、毎年、自らの活動状況の点検及び評価

を行 うことが法律上σ)義務 とされていることから (現行法第27条 (法第26条 ))、 実

施 していない地方公共団体においては、速やかに実施する必要があること。

また、すでに実施している地方公共団体においては、点検及び評価の客観性を確

保する観点から、法律において、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図

るものとされている趣旨に鑑み、学識経験者として、保護者や地域住民の意見も聴

くこととするなど、買なる改善を図ることも考えられること。

(6)その他

教育委員会における審議を活性化し、地域住民の民意を十分に反映するためには、
「教育委員会の現状に関する調査」(文部科学省実施)の調査項目となっている学

校や教育委員会事務局に寄せられた意見の教育委員会会議における紹介、アンケー

トの実施、公聴会や意見交換会の開催、所管施設の訪問等の日文組が有効であること

から、これらの機会を積極的に設ける必要があること。

第二 大綱の策定について

1 改正法の概要

① 地方公共団体の長は、教育基本法 (平成18年法律第120号)第 17条第 1項 に規定

する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学

術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとしたこと。
(法第1条の3第 1項 )

② 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、総合教育会議において協議するものとすることとしたこと。 (法第1条の 3

第 2項 )

③ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならないこととしたこと。 (法第 1条の3第 3項 )
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④ 法第 1条の 3第 1項の規定は、地方公共団体の長に対 し、法第21条 に規定する事

務 (教育委員会が管理し、執行する事務)を管理し、又は執行する権限を与えるも

のと解釈 してはならないものとしたこと。 (法第 1条の 3第 4項 )

2 留意事項

地方公共団体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、大

学及び私立学校を直接所管し、教育委員会の所管事項に関する予算の編成・執行や条

例提案など重要な権限を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振

興などの一般行政との密接な連携が必要となっている。これ らを踏まえ、今回の改正

においては、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、地域住民の意

向のよリー層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施策

の総合的な推進を図ることとしている。

(1)大綱の定義

① 大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策につい

て、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策

定することを求めているものではないこと。

② 大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な

方針を参酌 して定めることとされている。「参酌」とは参考にするという意味であ

り、教育の課題が地域によつて様々であることを踏まえ、地方公共団体の長は、地

域の実情に応 じて大綱を策定するものであること。

③ 国の第 2期教育振興基本計画 (平成25年 6月 14日 閣議決定)においては、主に第

1部及び第 2部のうち成果目標の部分が、大綱策定の際に参酌すべき主たる対象と

なること。

④ 大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団体

の長の任期が 4年であることや、国の教育振興基本計画の姑象期間が 5年であるこ

とに鑑み、 4年～ 5年程度を想定 しているものであること。

⑤ 法第 1条の 3第 4項は、教育委員会が今回の改正後も引き続き執行機関であるこ

とから、大綱に記載された事項を含め、教育委員会の所管に属する事務については、

自らの権限と責任において、管理 し、執行すべきものであり、地方公共団体の長が

有する大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属する事務を管理し、執行する権限

を地方公共団体の長に与えたものではないことを確認的に規定したものであること。

(2)大綱の記載事項

① 大綱の主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているものであるが、

主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、

幼稚園・保育所 。認定こども園を通 じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例等の

地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本となる方針が考え

られること。
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② 大綱は、教育行政における地域住民の意向をよリー層反映させる等の観点から、

地方公共団体の長が策定するものとしているが、教育行政に混乱を生じることがな

いようにするため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十

分に協議 。調整を尽くすことが肝要であること。

③ 地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に

記載 した場合には、法第 1条の4第 8項により、地方公共団体の長及び教育委員会
の双方に尊重義務がかかるものであること。なお、会議で調整 した方針に基づいて

事務執行を行つたが、結果として大綱に定めた目標を達成できなかった場合につい

ては、尊重義務違反には該当しないこと。

④ 地方公共団体の長が、教育委員会と調整のついていない事項を大綱に記載 したと

しても、教育委員会は当該事項を尊重する義務を負 うものではないこと。なお、法

第21条 (現行法第23条)に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教

育委員会が有しているものであることから、調整のついていない事項の執行につい

ては、教育委員会が判断するものであること。

⑤ 教育長及び教育委員には、法第11条第 8項及び第12条第 1項において、大綱に則
った教育行政を行 うよう訓示的に規定しているものの、調整がついてない事項につ

いてまで、大綱に則 して教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない

ものではないこと。

⑥ 大綱には、地方公共団体の長の権限に関わらない事項 (教科書採択の方針く教職

員の人事の基準等)について、教育委員会が適切と判断して記載することも考えら

れること。

⑦ 都道府県教育委員会は、市町村立学校に設置される県費負担教職員の人事や研修

を行 う権限を有し、法第48条に基づき、市町村に対し、必要な指導、助言、援助を

行 うことができるものであることから、そのような権限の範囲内で、都道府県の大

綱において、市町村立学校等に係る施策について記載することは可能であること。

③ 全国学力 。学習状況調査の結果の公表については、その実施要領により、市町村

教育委員会は、それぞれの判断に基づき、当該市町村における公立学校全体の結果

や当該市町村が設置管理する学校の状況を公表することが可能であり、都道府県教

育委員会がこれらの結果を公表することについては、当該市町村教育委員会の同意

が必要とされている。このため、域内の市町村における公立学校全体の結果や市町

村が設置管理する学校の結果の公表について、市町村教育委員会が当該市町村の大

綱に記載してもよいと判断した場合には、大綱に記載することもあり得ると考えら

れる一方(都道府県の大綱に記載する事項としては馴染まないものと考えられるこ

と。

ただし、全国学力・学習状況調査の公表の是非ではなく、学力向上の観点から都

道府県が実施する各種施策については、⑦で示したとお り、大綱に記載することが

可能であること。

(3)地方教育振興基本計画その他の計画との関係

① 地方公共団体において、教育基本法第17条第 2項に規定する教育振興基本計画そ
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の他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本 となる方針の部分が

大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の

長が、総合教育会議において教育委員会 と協議 。調整 し、当該計画をもつて大綱に

代えることと判断 した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。

② 新たな地方公共団体の長が就任 し、新たな大綱を定めた場合において、その内容

が既存の教育振興基本計画等 と大きく異なるときには、新たな大綱に即 して、当該

計画を変更することが望ましいこと。

第四 総合教育会議について

1 改正法の概要

(1)会議の設置、構成員等

① 地方公共団体の長は、総合教育会議を設けるものとすることとしたこと。 (法第

1条の 4第 1項 )

② 総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成することとしたこ

と。 (法第 1条の4第 2項 )

③ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集することとしたこと。また、教育委員

会は、協議する必要があると思料するときは、総合教育会議の招集を求めることが

できることとしたこと。 (法第 1条の4第 3項及び第 4項 )

(2)会議における協議事項、協議・調整事項

総合教育会議においては、 (1)大綱の策定に関する協議、 (2)教育を行 うための諸条

件の整備その他の地域の実情に応 じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に

講ずべき施策についての協議、及び (3)児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生

じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずベ

き措置についての協議、並びにこれ らに関する構成員の事務の調整を行 うこととした

こと。 (法第 1条の4第 1項 )

(3)調整の結果の尊重義務

総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構

成員は、その調整の結果を尊重 しなければならないこととしたこと。 (法第 1条の 4

第 8項 )

(4)会議の公開と議事録の作成及び公表

① 総合教育会議は、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公

正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときを除

き、公開することとしたこと。 (法第 1条の4第 6項 )

② 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定める
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ところにより、その議事録を作成 し、これを公表するよう努めなければならないこ

ととしたこと。 (法第 1条の 4第 7項 )

(5)その他

① 総合教育会議は、協議を行 うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は

学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴 くことができるこ

ととしたこと。 (法第 1条の4第 5項 )

② 総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定めることとしたこと。

(法第 1条の4第 9項 )

2 留意事項

今回の改正は、総合教育会議を設置することにより、教育に関する予算の編成 。執

行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長 と教育委員会が十分な意

思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、よリー層民意を反映した

毅育行政の推進を図ることとしている。

(1)会議の位置付けと構成員

① 総合教育会議は、地方公共団体の長と教育委員会という封等な執行機関同士の協

議Ⅲ調整の場であり、地方自治法 (昭和22年法律第67号)上の附属機関には当たら

ないものであること。

② 地方公共団体の長及び教育委員会は、総合教育会議で協議 。調整 し、合意した方

針の下に、それぞれが所管する事務を執行することとなること。

③ 総合教育会議の構成員は、地方公共団体の長及び教育委員会であり、教育委員会

からは、教育長及び全ての委員が出席することが基本と考えられるが、緊急の場合

には、地方公共団体の長と教育長のみで総合教育会議を開くことも可能であること。

④ 緊急の場合に、教育委員会から教育長のみが出席する場合には、事前に封応の方

向性について教育委員会の意思決定がなされている場合や教育長に対応を一任 して

いる場合には、その範囲内で、教育長は調整や決定を行 うことが可能であると考え

られるが、そうではない場合には、総合教育会議においては一旦態度を保留し、教

育委員会において再度検討 した上で(改めて地方公共団体の長 と協議・調整を行 う

ことが必要であること。

(2)会議における協議事項、協議・調整事項

① 法第1条の4第 1項における「調整」とは、教育委員会の権限に属する事務につ

いて、予算の編成・執行や条例提案、大学、私立学校、児童福祉、青少年健全育成

などの地方公共団体の長の権限に属する事務との調和を図ることを意味し、「協

議」とは、調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広く行われるもの

を意味するものであること。

② 総合教育会議は、地方公共団体の長又は教育委員会が、特に協議 。調整が必要な
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事項があると判断した事項について協議又は調整を行 うものであり、教育委員会が

所管する事務の重要事項の全てを総合教育会議で協議 し、調整するという趣旨で設

置するものではないこと。

③ 総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個

別の教職員人事等、特に政治的中立性の要請が高い事項については、協議題とする

べきではないことな

④ 一方、教科書採択の方針、教職員の人事の基準については、予算等の地方公共団

体の長の権限に関わらない事項であり、調整の対象にはならないものの、協議する

ことは考えられるものであること。

⑤ 総合教育会議において、協議 し、調整する対象とすべきかどうかは、当該予算措

置が政策判断を要するような事項か否かによつて判断すべきものであり、少しでも

経常費を支出していれば、日常の学校運営に関する些細なことまで総合教育会議に

おいて協議・調整できるとい う趣旨ではないこと。

(3)会議における協議事項、協議・調整事項の具体的な例

① 法第 1条の4第 1項第 1号に該当する事項として想定されるものは、例えば、以

下のようなものが考えられること。

・学校等の施設の整備、教職員の定数等の教育条件整備に関する施策など、予算の

編成 。執行権限や条例の提案権を有する地方公共団体の長と教育委員会が調整す

ることが必要な事項
。幼稚園・保育所 。認定こども園を通じた幼児教育・保育の在 り方やその連携、青

少年健全育成と生徒指導の連携、居所不明の児童生徒への対応、福祉部局と連携

した総合的な放課後対策、子育て支援のように、地方公共団体の長と教育委員会

の事務との連携が必要な事項

② 法第 1条の4第 1項第 2号における「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が

生 じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合」に該当する事項と

して想定されるものは、例えば、以下のようなものが考えられること。
。いじめ問題により児童、生徒等の自殺が発生した場合
。通学路で交通事故死が発生 した後の再発防止を行 う必要がある場合

③ また、法第 1条の4第 1項第 2号における「等の緊急の場合」に該当する事項と

して想定されるものは、児童、生徒等の生命又は身体の保護に類するような緊急事

態であり、例えば、以下のようなものが考えられること。

・災害の発生により、生命又は身体の被害は発生していないが、校舎の倒壊などの

被害が生じてお り防災担当部局と連携する場合

・災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊急

に構築する必要があり、福祉担当部局と連携する場合
a犯罪の多発により、公立図書館等の社会教育施設でも、職員や二般利用者の生命

又は身体に被害が生ずる恐れがある場△
を 口

・いじめによる児童、生徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進法

(平成25年法律第71号)第 28条の重大事態の場合
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(4)協議・調整した結果の尊重義務

総合教育会議において調整が行われた場合とは、地方公共団体の長及び教育委員会

が合意した場合であり、双方が合意をした事項については、互いにその結果を尊重し

なければならないものであること。なお、調整?ついていない事項の執行については、

法第21条 (現行法第23条)及び法第22条 (現行法第24条)に定められた執行権限に基

づき、教育委員会及び地方公共団体の長それぞれが判断するものであること。

(5)会議の公開と議事録の作成及び公表

① 総合教育会議における議論を公開し、住民への説明責任を果たすとともに、その

理解と協力の下で教育行政を行 う趣旨を徹底するため、会議は原則として公開する

ものであること。非公開とする場合は、例えば、いじめ等の個別事案における関係

者の個人情報等を保護する必要がある場合や、次年度の新規予算事業に関する具体

的な補助金の額や対象の選定等、意思決定の前に情報を公開することで公益を害す

る場合等が想定されるものであること。

② 今回の改正において総合教育会議の議事録の作成及び公表を努力義務にとどめた

趣旨は、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事務負担等を考慮 したもの

であるが、原則として、会議の議事録を作成し、ホームページ等を活用して公表す

ることが強く求められること。

(6)その他

①会議の招集

総合教育会議は、地方公共団体の長が招集するものであるが、教育委員会の側か

ら総合教育会議を招集を求めることも可能であり、教職員定数の確保、教材費や学

校図書費の充実、 ICT環 境の整備、就学援助の充実、学校への専門人材や支援員
の配置等、政策の実現に予算等の権限を有する地方公共団体の長との調整が特に必

要となる場合には、教育委員会の側からも積極的に総合教育会議の招集を求めるこ

とができるものであること。

②会議の事務局

総合教育会議の運営にあたり必要となる、開催 日時や場所の決定、協議題の調整、

意見聴取者との連絡調整、議事録の作成及び公表等の事務は、地方公共団体の長が

総合教育会議を設け、招集するとしていることに鑑み、地方公共団体の長の都局で

行 うことが原則であること。なお、地方自治法の規定に基づき、各地方公共団体の

実情に応 じて、総合教育会議に係る事務を教育委員会事務局に委任又は補助執行さ

せることが可能であること。    
｀

③総合教育会議における意見聴取者

法第 1条の4第 5項において、意見を聴くことができる関係者又は学識経験者と

は、大学教員や、コミュニティ・スクエルにおける学校運営協議会の委員、PTA
関係者、地元の企業関係者等が想定されるものであること。

④会議の具体的運営
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総合教育会議の運営に関し必要な事項は、法第 1条の 4第 9項により、総合教育

会議の構成員である地方公共団体の長と教育委員会の協議の結果、双方の合意をも

って決定されるものであること。具体的には、地方公共団体の長による招集手続、

協議題の提示及び決定方法、総合教育会議の事務局を担当する部署、議事録の作成

及び公表に係る実施方法、非公開とする議題についての指針等が想定されるもので

あること。

⑤議会に対する説明

総合教育会議における協議の結果や大綱について、民意を代表する議会に対する

説明を通じ、住民への説明責任や議会によるチェック機能が果たされることは重要

であること。

第王 国の関与の見直しについて

1 改正法の概要

教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行に怠 りがある場合において、児童、生

徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込

まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があり、他の措置によつ

てはその是正を図ることが困難なときは、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示す

ることができることとしたこと。 (法第50条 )

2 留意事項

法第50条の改正は、現行法における指示の要件を拡大 して国の関与を強化しようと

するものではなく、いじめ自殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止

するために指示ができることを明確にすることを趣旨として行 うものである。

第六 経過措置等について

1 改正法の概要

(1)こ の法律の施行の際現に在職する教育長 (以下 「旧教育長」という。)は、その

教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職することとした

こと。 (改正法附則第 2条第 1項 )

この場合、現行法第 2章等の関係規定はなおその効力を有することとしたこと。

(改正法附則第 2条第 2項 )

(2)(1)に より旧教育長が在職する場合に、教育委員会の委員長である者の当該委

員長 としての任期は、現行法第12条第 2項の規定にかかわらず、旧教育長の委員 と

しての任期が満了する日 (当 該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、
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当該欠けた日。)において満了することとしたこと。 (改正法附則第 2条第 3項 )

(3)新 「教育長」の任命のために必要な行為は、改正法の施行の日前においても行 う

ことができることとしたこと。 (改正法附則第 3条 )

(4)施行の日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、法第 5条第 1

項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期 日が特定の年に偏ることのない

よう、 1年以上 4年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとしたこと。 (改正法

附則第 4条 )

(5)その他所要の規定の整備を行ったこと。

(6)改正法は、一部の規定を除き、平成27年 4月 1日 から施行することとしたこと。
(改正法附則第1条 )

2 留意事項

(1)改正法における経過措置

①新「教育長」の任命

現行法の下で任命された旧教育長は、施行の日以後であっても、委員としての任
｀
期が満了する日までの間は、在職するものとしていること。この場合には、教育委

員会の委員長に係る規定等、現行法の一部の規定がなお効力を有するものとしてい

ることから、萎員長の任期が満了した場合には改めて委員長を選任する等、適切な

対応を行う必要があること。

②委員長の任期

改正法の施行の自以後、旧教育長が在職している場合であって、当該教育長が委

員として任期満了 (辞職、罷免等により欠けた場合を含む。)と なった場合には、

教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期も、同時に満了するもので

あること。

③新「教育長」の任命に係る準備行為

新「教育長」の任命のために必要な行為について規定した改正法附則第 3条の施

行日は、公布の日 (平成26年 6月 20日 )であることから、新 「教育長」の任命に関
し必要となる議会同意等については、公布の日から行えるものであること。

④施行日以後新たに任命する委員の任期

教育委員会の委員にっいては、制度創設時に、最初に任命される委員の任期は、
2人は4年、 1人は3年、 1人は2年、 1人は 1年 とする特例が設けられており

(現行法附則第 8条 )、 原則として教育委員会の委員は一斉に交代しない仕組みと
なつていると

新制度においても教育行政の継続性・安定性を確保する観点からは、任期が異な
る教育長を除き、4年の任期である委員が、なるべく毎年一人ずつとなるように異
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なる年に交代することが必要であるが、旧教育長が委員でなくなることにより、あ

る年には交代する委員がいないが、ある年には 2人の委員が交代するとい う場合 も

想定される。このため、施行の日から4年間の間に、一部の委員を 4年より短い任

期で任命することにより、各委員がなるべ く異なる年に交代するよう調整する必要

があること。

(2)事務局機能の強化

①職員の資質向上

教育委員会が期待されている役割を十分に果たすためには、教育委員会を支える

事務局職員の資質能力をさらに向上させることが必要であること。また、教育委員

会事務局職員は、教育長及び委員が適切な判断を行えるよう、教育長及び委員に適

切に情報を提供するよう努めなければならないものであること。

さらに、教育委員会においては、教職員経験者のみならず、教育行政の専門性を

有する行政職員を計画的に育成するため、一般行政部局との人事交流や行政職員の

長期間にわたる教育萎員会事務局への配置など、適切な人材育成が行われる工夫が

必要であること。あわせて、各教育委員会においては、事務局職員に対する研修を

充実させる必要があること。

②事務局体制の強化

特に小規模な教育委員会の事務局においては、指導主事が配置されていないなど、

事務体制が脆弱であるため、学校指導などが十分に行き届いていないことが課題 と

なっているため、各都道府県教育委員会においては、小規模な教育委員会事務局の

支援に取 り組まれたいこと。この際、「平成26年度文教関係地方財政措置予定及び

東 日本大震災関連の財政措置の状況について」 (平成26年 1月 27日 付文部科学省大

臣官房会計課地方財政室、初等中等教育局財務課教育財政室事務連絡)において既

に連絡 したとおり、本年度の地方財政措置において、各道府県教育委員会における

指導主事の地方交付税措置について、 6名分 (標準団体規模)を増員 したことを踏

まえ、例えば、教育事務所への指導主事の配置による市町村教育委員会への積極的

な訪問や小規模な市町村教育委員会事務局への派遣等を通じて、積極的に市町村教

育委員会を支援されたいこと。

また、市町村教育委員会は、法第18条第 4項後段の規定に基づき、県費負担教職

員である教員を、その任命権者である都道府県教育委員会の同意を得て、当該市町

村教育委員会の事務局に置く指導主事に充てることができることとなっている (地

方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第 4条第 1項)ため、本制度 (充て

指導主事)の活用による指導主事の配置についても検討されたいこと。

③その他

現行法第19条第 8項 (法第18条第 8項)においては、教育委員会事務局の職員の

うち、所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行 う職員を指定しなけ

ればならないこととされてお り、未だ当該職員を指定していない教育委員会におい

ては、早急に指定すること。
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〔参考〕関係資料 (文部科学省ホームページ)                .
http://wvv.mext.g6.Jp/b_menu/houan/kakutさ i/detai1/1348975,htm  

´

(ト ップ 〉政策 。審議会 〉国会提出法律 〉第186回国会における文部科学省成立法律
(平成26年 1月 24日 ～)〉 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律を参照)

【本件連絡先】    |
斉部科学省初等中等教育局

初等中等教育企画課教育委員会係

電話 03-5253-4111(代 表)

'     内線4618、 4672
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参考資料  1-2

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
一部を改正する法律の概要

趣  旨

教育の政治的中立性、継続性 B安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速

な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図

るため、地方教育行政制度の改革を行う。

概  要

1.教 育行政の責任 の明確化

O教 育委員長と教育長を一本化 した新たな責任者 (新教育長)を置く。(13条関係)

O教 育長は、首長が議会同意を得て、直接任命 日罷免を行う。(4条、フ条関係 )

O教 育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。(13条関係 )

O教 育長の任期は、 3年 とする (委員は4年 )。 (5条関係 )

O教 育委員から教育長に対し教育委員会会議の招集を求めることができる。(14条関係)

また、教育長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する。(25条関係)

2.総 合教 育会議の設置 、大綱 の策定

O首 長は、総合教育会議を設ける。会議は、首長が招集し、首長、教育委員会により

構成される。(1条の4関係 )

O首 長は、総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育基本法第17条に規定す

る基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大綱を策定する。 (1条の3関係)

O会 議では、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講

ずべき措置について協議 □調整を行う。調整された事項については、構成員は調整
の結果を尊重しなければならない。(1条の4関係 )

3.国の地方公共団体への関与の見直 し

Oい じめによる自殺の防止等、児童生徒等の生命又は身体への被害の拡大又は発生を

防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示ができ
ることを明確化するため、第50条 (是正の指示)を見直す。(50条関係)

4。 その他

O総 合教育会議及び教育委員会の会議の議事録を作成し、公表するよう、努めなけれ

ばならない。(1条の4⑦、14条③関係)

0現 在の教育長は、委員としての任期満了まで従前の例により在職する。(附則2条関係 )

※ 政治的中立性、継続性 口安定性を確保するため、教育委員会を引き続き執行機関と

し、職務権限は従来どおりとする。

施 行 期 日

平成27年4月 1日



<これまでの教育委員会の課題>
> 教育委員長と教育長のどちらが責任者かわかりにくしヽ
> 教育委員会の審議が形骸化している
> いじめ等のFDヨ 題に対して財すしも迅速に対節できていなしヽ
> 地域住民の民意が十分に反映されていない
> 地ん教育行政に問題がある場合に、国が最終的に責任を

果たせるようにする財要がある

> 教育行政における責任体制の日月確化
> 教育委員会の審議の活性化
> 迅速な危機管理体制の本港築
> 地1亥の民意を代表する首長との連携の強化
> いじめ |こ よる自殺等が起きた後におしヽても、再発防止の

ために国が教育委員会に指示できることを明確化

参考資料  1-3

政治的中立性の確保

◆教育委員会は、∃|さ続き、執行機関
◆総合教育会議で、首長と協議・調整は

行うが、最終的な執行権限は教育委員
会に留保されている。
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教育委員会

教育委員会制度◆“
」 う変わるゥ舟
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すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置
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守
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首長は教育長を任命していない†
喜還塀蓄桑法タイミツ舛
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のかな
首長

教育委員会 盈量盈盈盈
教育委員を任命

委員長 (夢F常勤 )

教育委員会の代表者、
会議の主宰者

教育長 (常動)

¬    ?.
どぅらが責任者†

大

私
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●

学に関すること

学に関すること

教育長 委員 委員長 委員 委員

● 公立学校の設置 B管理・廃止
● 教職員の人事
。 教育課程、生徒指導
● 教科書、その他の教材の取 り扱い
。 施設設備、整備
● 社会教育
● スポーツ、文化、文化財

兼任

: 教育長を

教育長を任命 :

教育長

盈
具体的な事務執行の責任者、
事務局の指揮監督者

1 教育委員長と
―教育長を一本化 |

「
新「教育長」★ 教育委員会の会務を総理し、教育委員

会を代表 (会議の主宰者、具体的な事務
執行の責任者、事務局の指揮監督者 )

★ 任期3年

γ 第一義的な責任者が教育長であることが
明確に

γ 緊急時にも、常勤の教育長が教育委員会
会議の招集のタイミングを判断

密接な関連

首長

議会

苗 有曇
>

(※ )

任 命
教育委員会

教育委員

: を任命

※教育長については、所信表明など丁寧な手続を期待

γ 首長が直接教育長を任命することに
より、経命責任が明確化

教育長

委員

首長

委 員

委員

総合教育会議の設置

口 首長が招集。会議は原則公開。
口 構成員は首長と教育委員会。

(必要に応 じ意見聴取者の出席を要請 )

口 協議 日調整事項は以下のとおり。

①教育行政の大綱の策定
②教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
③児童日生徒等の生命B身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置

γ首長が教育行政に栗たす責任や役割が明確になるとともに、
首長が′ム`の場で教育政策について議論することんやD可能に

γ首長と教育委員会が協議・調整することにより、面者が教育
政策の方向性を共有し、一致して執行にあたることが可能に

委員

食 宜 食 意見聴取者

新「教育長」の判断による教育委員への迅速な情報提供や会議の招集の実現。
教育委員によるチェック機能の強化のため、

日教育委員の定数1/3以上からの会議の招集の請求が可能
B教育委員会規則で定めるところにより、教育長に委任した事務の管理口執行状況を報告する義務
について規定。
会議の透明化のため、原則として、会議の議事録を作成 B公表すること。

/ 教育委員会の審議の活性化

口 大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針。
口 総合教育会議において、首長と教育委員会が協議 日調整を尽 くし、首長が策定。
口 首長及び教育委員会は、策定 した大綱の下に、それぞれの所管する事務を執行。

γ 地海
′ム`共団体としての教育政策に関する方向性が明確化

教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置
POENT①
教育長

POENT③
総合教育会議

委員長

委員    委員 委員

事務局

● 予算の編成 B執行
● 条例案の提出

新「教育長」 |

総合教育会議 :

教育長へのチエツク機能の強化と会議の透明化
POINT②
教育委員会 教育に関する「大綱」を首長が策定

POINT④
大綱



平成22年12月 策定

ィヽ、、____″′
i

薦

ヒ ノ

J

へ  お

″・
       トー

1

④H③
 i

I薄 ゝ

韓
浦

帯

0  0

＼`_´ャンノ  r

（
ｏ

…

粛市がめさす数宮の窪 (塁な有針)

私たらは、多くのひと 。こと・ものと関わり、つながりをもうながら、生活をしています。本市

lよ平成22年 1月 ¬日に合併し、湖北地方特有の美しい自然環境、魅力ある歴史遺産、地域に根づ

いた伝統文化が満ちあ心、れた、新しいまちが誕生しました。このまちで、「曳山まつり」や「おこない」

などに代表される人と人との,bのつながりを大切にしてきた先人たちの志を後世に弓|き継ぐととも

に、人と人、学校と地域、心と心、あらゆるものをつなぎ、つながり、一体感のある教育を推進す

ることにより、子どもア)｀ ら大人までが郷上に誇りをもち、生涯を通して学びあしヽ、学び続けること

のできる環境を8」 出します。そして、市民一人ひとりがお互しヽの人権を尊重し、,b豊かな人生を送

れるような人づくりをめざします。

、   lr l

コながりあLl.学げあLl.

豊かに生きる人ゴくりをめざす「ながはま」

□

I〕t JL

ダイジェスト版

長  浜  市



昼ホB穏 1節児期における就学前教育を充実します

幼児期における教育 (就学前教育)lよ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの

です。幼児期の発達の特性に照らした遊びや体験を通して、幼現の自主的・協調的な態度

や創造的な思者力の基礎、道徳性の芽生えなどを育むとともに、地域の特色を生ア〕`した幼

稚園・保育園づくりを推進するなど、より質の高い就学前教育を充実します。

子どもの自立に向けて
「生きる力」を育L｀教育を推進します

昼ホE穏4 地対の伝統・文化を生倉し、
縄B土を夏するI出を育てます

市内には、全国に誇れる優れた臨然環境や歴史遺産、伝統文化が数夕夕くぁります。

子どもから大人までが、あらゆる機会を通じて先人ア〕`ら弓|き継がれてきた遺産や伝統

に触れ、伝統文化を継承してしヽく人の生き方などを学心ヽことで、郷上を誇りに思う心、

ひいては郷上を愛する心を育み、遺産や伝統を會り次世代へ継承する取り組みを推進

します。

歴史文化施設の活用

◇歴史文化の魅力の情報発信

◇博学連携・市民協l動の推進

◇地域文化・先人の研究を活用した生涯学習支援

塁ホB標5 いつても、どこでも、だれても
学ぴあえる生涯学習環境の充実を図ります

市民一人ひとりが自己実現をめざし、お互いに支えあい学びあう中で、学習した成果を地上或社会の中で生か

すことは、その人の生さがいにつながるとともに、豊ア〕`な社会づくりにもつながります。いつでも、どこでも、

だれでも学びあえる生涯学召環境の充実を図り、生涯を通じて学び、学びが生かせる社会づくりを推進します。

質の高い就学前教育の推進
◇発達や学びの連続性を踏まえた就学前教育の充実

◇脳科学の成果を取り入れた遊びの実践・研究

◇「学びの基盤をつくるJための教育活動の推進

保幼小の連携
◇保育園・幼稚園・

」ヽ学校の連携の推進

◇幼児教育と保育の一体化

文化財の保護と活用

◇文化財の調査と活用の推進

◇文化財講座・体験学習の充実

◇文イヒ財の保存整備とイⅢL承支援

昼ホB穏2
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学校教育においては、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育むことが重要です。生涯にわた

り学び続ける基盤を培しヽ、充実した人生を送るための基礎づくりとして、「確かな学力」の向上、「豊かな心」

の育成、「健やかな体」づくりに取り組みます。また、地l或 に開かれ、地i或 の創意工夫を生かした特色あ

る学校づくりを進めます。

確かな学力の向上

◇個に応じたさめ細かな学習指導の推進

◇英語孝女育の推進

◇特月U支援多女育の推進

◇地上或に根ざした特色ある学習活動の推進

◇体験活動と読善活動の充実

◇外国人児童生徒への支援

地域とともに進める

よりよい学校づくり

◇学校運営協議会の推進

◇学校支援ボランティアの推進

地域の教育力の向上

◇地域の子育て支援の促進

◇方実課後の子どもの居場所づくり

豊かな心の育成

◇道徳教育の推進と人権意識の高揚

◇多文化共生に向けた国際理解教育の推進

◇時代に廠じた情報・環境教育の推進

◇キヤリア教育の推進による自立心の涵養

◇不登校の子どもや保護者の支援

◇青少年の健全育成

家庭の教育力の向上

◇次世代の親の育成推進

◇子育て支援体制の充実

地域ぐるみの人権尊重・

男女共同参画意識の涵養

◇人権学習・啓発等の推進

◇男女共同参画に関する学習機冬 啓発等の推進

生涯学習社会づくりの推進

◇誰もが学べる場と機会の提供

◇公民館等社会教育施設の整備

文化芸術の振興

◇文イし芸術の鑑賞機会の充実

◇倉」作・発表活動への支援

◇文イし芸術団体等との連携協力

図書館機能の充実
◇図善館サービスの充実

◇図書館を情報拠点とした市民の学習活動の支援

豊かなスポーツライフの支援
◇地l功 に根ざしたスポーツ活動の推進

◇健康づくりとスポーツ交流の促進

¶
，

肇
健やかな体づくり

◇体力の向上と健康の保持増進

◇食育の推進

卓膜・家庭・地域のつながりを濡め、
地域全体の教育力の向上をめさします

昼AB穏64全 i ttIBて買の高い教育を支える環境を整備します

未来を担う子どもたちが安全・安心な環境で学び、生活できるよう、教育施設

の耐震化や魅力ある教職員の育成など、教育環境の整備・充実を図ります。また、

開かれた教育行政の推進に向けて、多女育委員会の機能強化を図ります。

昼蔦E穏 3

子どもたちが健やかに成長できる地域社会を実現するためには、学校だけでなく、

家庭や地域と連携した取り組みが重要です。学校や家庭、地域が自らの役割と責任を

果たし、つながりを深めるとともに、学校 。家庭・地域が一体となって地域全体の教

育力の向上をめざします。また、市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見のな

しヽ平和で豊かな地馘社会をめざします。
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安全・安心な学校づくり

◇安全・安心な学校施設等の整備

◇学校施設の老朽化 うヽノヾリアフリーヘの対廟

◇就学援助による経済的支援

◇子どもの安全を見會る体制づくりの推進

学校の適正規模・適正配置

◇学校の適正規模・適正配置の検討

魅力ある教職員の育成

◇就学前教育に関わる教職員の研修等の充実

◇教職員研修の充実

教育委員会の機能強化
◇ホームページ等による情報発信の充実
◇市長部局との連携・協力の推進
◇事務事業の点検評価とPDCAサ イクルによる

マネジメント強化



本計画は、教育基本法 (平成¶8年法律第120号)第 17条第2項の規定に

基づく地方公共団体の定める教育振興のための施策に関する基本的計画として位

置づけます。

また、本計画は、長浜市基本構想や各種行政計画との整合性を図りながら、◆

後おおむね10年間を見通した本市がめざす教育の姿 (基本方金つを明らかにす

るとともに、その実現に向けて、◆後5年 F口]に取り組むべき具体的な施策につい

て示すこととします。

計画で取り扱う「教育」の範囲
◇ 教育を受ける場所に関わらず、家庭教育、就学前多女育 (幼稚園及び保育園での教育活動)、 学校多女育及び社会教育を含みます。

ただし、県立 。私立の学校・園で行われる叡育内容等については、各学校・園の独立性を尊重して、本計画では取り}反わない

こととします。

◇ 幼児期、少年期、青年期、成人期、高齢期のいずれの時期の教育を含みます。

◇ 数育委員会が所管するう野をはじめとして、市長部局が所管する分野・施策も含み、本市における教育の野に関する施策を総

合的・体系的にホ着築することとします。

本計画が中・長期的な視点に立つた施策を明示するものであること、また、

国や滋賀県の教育振興基本計画の計画期間が5年であることを踏まえ、平成

23年度を初年度とする5年 F日](平成23年度から平成27年度まで)を計

画期間とします。

なお、計画期間中において関係法令の改正等が生じた場合は、あ要に廠じ

て見直しを行うこととします。

本計画を効果的かつ確実に推進していくために、本計画に掲げる具体的な施策を、次年度で実施すべき取

り組みとして、具体的に示した実施プランを定め、本計画の目標を達成するために隊要な事務事業を行しヽます。

また、毎年度、本計画及び本計画に基づく実施プランの進捗状況につい

て点検・評価を実施します。この点検・評価に基づき、次年度以I年の進

捗管理を行うこととします。さらに、嚇要に癌じて事業の改善や見直し

等を行い、実効性のある計画の推進に努めます。

本計画の期間は5年間であることから、5年後をめどに、取り組みを

検証し、検証を踏まえた計画の見直しを行うこととします。

第引7条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針

及び講すべき施策その他嚇要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、ノ△へ表しなければなら

ない。

2  地方ノムヘ共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に癌じ、当該地んノムヘ共団体における教育の振興のための施策に関す

る基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

一平成23年 3月発行一

長浜市教育委員会事務局 教育総務課

〒526‐0292滋 賀 県 長 浜 市 内 保 町2490-対
TEL 0749-74-3700(直通 ) FAX 0749-74-3791
メール kyouiku― soumu@city nagahama lg jp
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